三訪看 発 第41号
令和8年1月15日
訪問看護ステーション
看護管理者　様
一般社団法人三重県訪問看護ステーション協議会
会　　長　　福　本　美　津　子　　
（　公　印　省　略　）　　
令和8年度一般社団法人三重県訪問看護ステーション協議会　入会のご案内（依頼）
　酷寒の候、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
当協議会は、ご賛同いただいた三重県内の訪問看護事業所（みなしも含む）に施設会員となっていただき、「一般社団法人三重県訪問看護ステーション協議会」としての活動を行っております。　　　　　　
主に県内における訪問看護ステーション相互の交流（災害時対応）及び研修（法定研修含）・訪問看護事業の経営・サービスの質の向上などに関する事業に取り組んでおります。
また、訪問看護ステーション協議会等は各県に1か所あり、全国的なつながりを持った活動もしております。その中で、三重県は「東海北陸ブロック訪問看護ステーション連絡協議会」（岐阜・愛知・静岡・石川・富山・福井・三重）の7県での活動に参加しております。
会員の皆様には、全国的な訪問看護の情勢・情報をお伝えすること、皆様の現場のご意見・活動状況を三重県全体、さらには全国で考えるように発信いたします。また、身近な重要事項については、行政(県等)へ意見を発信して、訪問看護の運営がより良きものになるよう努めております。
是非、この機会に1箇所でも多く事業所様のご入会をいただき、三重県内のあらゆる地域のご意見を集約して訪問看護ステーションの発展のために活かしていけたらと思っておりますので、ご検討をお願いいたします。
三重県の現訪問看護ステーション協議会のあゆみと年会費についてご案内
＜三重県の訪問看護ステーション協議会の歩み＞
平成5年：第1回三重県訪問看護ステーション連絡協議会会議開催。（4ステーションにて）
平成8年：三重県指定老人訪問看護ステーション・三重県指定訪問看護ステーション連絡会が
三重県医師会において発足。
平成15年4月1日：事務局が医師会から看護協会へ変更。
三重県訪問看護ステーション連絡協議会会則に基づいて任意団体として活動。
　令和2年4月1日：一般社団法人三重県訪問看護ステーション協議会として法人化。
令和7年12月末現在：入会ステーションは134か所
＜年会費について＞
１）看護職常勤換算数による分担
	[bookmark: _Hlk26656508][bookmark: _Hlk26656453]① 3人未満
	② 3人以上5人未満
	③ 5人以上

	１万５千円
	２万円
	３万円


同封書類　　　　
・入会手続きのご案内
　　　・入会申込書
　　　・賛助会員（東洋羽毛）からのチラシ　１枚一般社団法人三重県訪問看護ステーション協議会
副会長　柳川智子　TEL:059-273-5167　　


